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１ はじめに 

 近年、日本の障がい者の就職件数は増加してい

る。2013年４月の障害者雇用率引上げ、同年６月

の障害者雇用促進法改正、障がい者の就労意欲の

高まり、景気回復に伴う人手不足等により、さら

なる増加が予想される。しかし一方で、日本には、

未だ、労働を通じた社会参加の場の欠如が要因の

一つとされる課題も残る。例えば、障がい者の

ホームレス化や孤独死、累犯障がい者問題等であ

る。障がい者雇用の促進は、こうした課題を包括

的に善処できるものであると考えられる。 

 また、障がい者雇用の底上げにより、新たな懸

念も生じている。アセスメントが不十分にもかか

わらず、訓練を受ける機会を持たずに障がい者が

就職するケース等が増えることである。安定・継

続雇用の確保には、業務内容と障がい者だけでな

く、組織理念と障がい者等、組織自体と障がい者

のマッチングも重要になってくる。 

医療機関は、産業の少ない地域にも存在し、障

がい者に適した業務も多種多様あり、障がい者雇

用の受皿として期待できる分野である。しかしな

がら、医療機関では、従前より、障害者雇用促進

法による除外率が認められる等、障がい者雇用が

困難であると考えられてきた。病院と障がい者の

マッチングは成立しづらいのか。障がい者は病院

職員として働きにくいのか。 

本稿では、医療機関で、障がい者が「病院職員

として働くということ」について着目する。でき

るかぎり障がい者の所見に重きをおき、以下の５

項目「病院で働く前と働いた後で変化したこと」

「病院で失敗すると何がよくないのか」「後輩に

教えてあげたいこと」「病院で働きたい人への

メッセージ」「病院で働くということ」を挙げる

ことで、病院で働くということはどういうことな

のかを明らかにしたい。 

その上で、そこに、病院職員として働くために

必要な知識・技能・能力や態度とは何かかが垣間

見られれば、病院での就労を目指す障がい者、さ

らには、病院での就職を希望する障がい者を支援

していく職業教育の一助になると考える。ただし、

本稿の範囲は、紙面の都合上、障がい者の所見の

抽出とその考察までとし、上記の知識・技能・能

力や態度の特定まではせずに、別の機会に論じる

こととする。 

なお、本稿では、障害者を障がい者と表記し、

障がい者とは、主に、知的障がい者とする。また、

本稿でいう病院職員とは、常勤非常勤を問わず、

病院に直接雇用され賃金を得ている者のことであ

る。 

 

２ 東病院の取り組み 

国立がん研究センター東病院は、千葉県柏市に

ある、がん専門病院である。当院では、平成23年

度より、知的障がい者を病院職員として直接雇用

している。現在、６名の知的障がい者が、主に、

医療関連業務に従事している。医療関連業務とは、

がん患者の治療に直接的・間接的に使用する、注

射針の切り離し、点滴台点検、固定用絆創膏カッ

ト業務、内視鏡スコープ用キムタオル折り等であ

る。これらの多くは、専門職でなくとも担当でき

るが、以前は、看護師が携わっていた。医療関連

業務のような代行業務は、医療専門職の負担軽減

により感謝されるため、組織内の障がい者の地位

確立と定着、障がい者のやりがいとプライドの獲

得につながりやすい。 

組織には、一般的に、理念や目標、それを分か

りやすく言語化したスローガン等がある。当組織

のスローガンは「革新への挑戦と変革」「職員の

全ての活動はがん患者のために」である。全職員

が同じ方向性を持ち、上記の文脈を目指している。

もちろん、障がい者は除くという付帯文はなく、

障がい者もこれを目指して就労することになる。 
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当院では、当然のことながら、理念や目標、上

記のスローガンに即した所作ができるように障が

い者を教育している。また、障がい者は、病院で

実施される病院職員全員参加の研修にも参加する。

研修の内容は、手洗い等の衛生に関するもの、

AED等の医療安全に関するもの、接遇等のマナー

に関するもの、コミュニケーション等のチーム医

療に関するもの等、多岐にわたる。どれも医療機

関で働く「病院職員」として、必要不可欠なもの

であることはいうまでもない。障がい者には、こ

の必要性自体も理解してもらいたいところである。 

  

３  当事者の所見 

 当事者の所見は、様々な方法で抽出可能であり、

対話や記録等により、膨大な容量が収集できる。

以下は、朝礼等の時間的余裕のある時に、本稿執

筆に向けたデータ収集のため、題目のある作文作

成を実施し抽出した、障がい者の所見である。紙

面に限りがあるため、作文の中から、５項目の題

目に対し２項ないし３項の所見を選択して掲載す

る。なお、該当障がい者には、自閉症、長期的引

きこもり経験者、職業的重度判定保持者を含む。

また、障がい者の主観的ニュアンスを伝搬するた

め、賛否はあろうが、あえて、誤字脱字、文法表

記の間違いを含め、すべて原文のままとする。た

だし、固有名詞は○○で表記する。 

(1) 病院で働く前と働いた後で変化したこと 

① 自分の変化。前はこうだった。他人のために

という意識がそんなに高くなかった。時間を意識

していない場面もあり。他人のためにという意識

が高まった。他人の意識変革を努めるようになっ

た。清潔を心がけるようになった。誰かの負担を

軽くするという気持ちが出てきた。誰かを（ここ

では患者）考え、優先する部分が増してきた。人

の顔など確認出来るようになった。それまで人の

様子をみていなかった。 

② 病院で働く前はあまり話さなかったので自分

の気持ちがうまく伝えられなれませんでした。病

院で働いた後は少しずつ話すようになって意見を

言えるようになり相談や報告ができるようになり

ました。チームで働いているので相談や報告をし

ないで自分かってにやるとミスをしてしまうので

職員や病院にもめいわくをかけてしまうので相

談・報告するのがたいせつというのが分かりまし

た。 

③ 自分が患者さんのときは看護師さんのきづか

いにきづかなかったです。でも今は病院で働いて

みて患者さんのことを思って働いています。病院

で働く前はせいけつのことは特に考えていません

でした。でも今病院で働いてみてわかったことは

せいけつにすることで患者さんのことを考えるよ

うになりました。 

 

(2) 病院で失敗すると何がよくないのか 

① 注射針業務は適当にやったり、急いだり、ね

じったりすると破損します。なので私○○さんは

集中して適当にやらないようにして、急がないよ

うに落ち付いて、ねじらないようにきまりを守っ

てやります。そうすると、成功して上手にできて

ほめられます。ちゃんとやったら注意されないで

す。ちゃんとやらなかったら注意されます。当た

り前なことです。なのでいちいちイライラしませ

ん。イライラしそうになったら落ち付きます。 

② 注射針を失敗すると患者さんが使用する本数

がへってしまいます。病院で失敗するとしんよう

してもらえなくなります。患者さんの名前、確認、

の失敗をするとちがうくすりをのんだり注射を違

う人にしてはダメです。病院で失敗（ネットの丸

め方）きまったやり方でしないでしないと仕事が

もらえなくなるのでダメです。エレベーターの開

閉失敗すると患者さんにケガをさせてしまうので

集中しないとダメです。 

 

(3) 後輩に教えてあげたいこと 

① ジョブコーチの話を聞かないと、何の業務に、

取り組めば良いかわからないからです。集中がひ

つようです。何ぜなら、安全第一だからです。ど

の業務も考えて取り組むひつようがあります。

ジョブコーチにおそわったやり方をしないとはそ

んします。自分かってなやり方をすると指示が聞

けてないことになります。やるきをだすのは自分

じしんで出します。何ぜなら、人に言われて出る

ものではないからです。仕事をおぼえると、たっ

せい感をえられます。何ぜなら社会人だからです。 

② 表情は笑顔。態度は良く。清潔感は大事で看

者さんを不快にさせない。看者さんは弱っていて、
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めん液力がなく、歩くのが大変だったり、他の病

気に感染するので通る時は避けてあげたり、く

しゃみをしたり風邪はマスクを着用。看者さんに

ケガさせないようにぶつからない。礼儀は忘れず

に。階段はかけない。自分でやれることは自分で。 

 

(4) 病院で働きたい人へのメッセージ 

① しょうがいがあっても働きたい気持ち、があ

れば働けます。ただし患者さんのことを考えない

と働けません。集中力もひつようです。業務する

ときはきまりをまもるひつようがあります。ジョ

ブコーチの話をきちんと聞いて理解するひつよう

があります。 

② 病院に入る前は○○にいました。イライラし

て、バタバタして、大きな声を出して、暴力して、

興ふんしていました。病院に入って気持ちを切り

換えて、話を聞く、集中する、姿せいを正しくし

ます。物を大切に扱う、階段は静かに歩く、ドア

は静かに閉めます。努力をする。 

 

(5) 病院で働くということ 

① がんセンターはどれだけ清潔を心がけている

か？私たちの働いている国立がん研究センターで

は清潔を心がけています。例えば点滴台点検では

目立った汚れがあった点滴台があったらその点滴

台を拭きます。次に緩和ケア病棟（PCU）の手す

りを拭きについてはいつでも人々は手すりを使っ

ています。そこも拭いて汚れを落としています。

一部の作業、という話ですが手洗い研修など改善

チェックされている程です。固定用バンソウコウ

でも手指を消毒してから作業しています。これら

は患者さんが快く治療が出来ていればと思います。 

② 医療安全管理研修。チームが乱れると看者さ

ん関わる事を学び、指ずもうで勝って下さいの指

示で人それぞれ違う事をしていたと言う発見にな

りました。チームワークと確認は大事でそれが乱

れると命に関わる事を学びました。研修に参加す

る機会が有って良かったです。 

③ 病院での業務ではせいけつを第一に考えかん

者さんが少しでも元気になってもらえるよう活動

しています。かん者さんがすごしやすく安心して

ちりょうできるかんきょう作りを考えています。

私たちはかん者さんやかんごしさんお医者さんに

たいしていつも笑顔でいる事ややさしくせっする

事が大切です。いりょうにかんけいする業務なの

で一つ一つていねいに業務をしています。私たち

の病院ではしょうがい者が病院で働いています。

私たちの全６人でかんごしさんたちが少しでも仕

事が大変なので私たちが業務をお手つだいしてい

ます。みんなできょう力して仕事をしています。

私たちが仕事する事によって全たいがすごくまと

まって感謝されたりまたがんばろうと思えて自分

たちがせいちょうでき次のステップにつながるか

らです。いつも一つ一つ業務をコツコツクリアし

てレベルアップして行ける事をめざして仕事と自

立をめざしています。 

 

４ 考察 

障がい者の所見からは、障がい者が、病院で働

くようになってから、患者の存在を意識し、適切

な振る舞いを心がけるようになったことが見て取

れる。前述の通り、当院では、障がい者も、他の

職員と同様に、スローガンや理念を把握・理解す

ることで「患者さんのために」という意識づけが

できるよう教育している。また、研修参加でチー

ムワーク等を学ぶ機会も得ている。彼等の意識や

振る舞いが、育成環境や研修参加によるもののみ

で形成されたとは断言しきれないが、障がい者の

所見にもあるように、病院職員としての採用後に、

何らかの形で習得した感覚があるようである。 

以上のことを踏まえると、仮説として、採用時

には、病院職員として必要とされる知識や技能等

がなくても、採用後に獲得できるものであるとい

える。別の視点から考えれば、彼等が習得したで

あろう病院職員としての振る舞い、それを、病院

が求人する段階で、あるいは、支援者が職場開拓

する段階で、病院での就労を希望する障がい者に

職業教育することができたなら、マッチングがよ

り高確率になるのではないか。 

一般に、健常者が就職を目指す際、就労希望の

業界全体、さらには、就労希望の個別組織を調査

し、概要を予習することが重要である。社名、所

在地等は当然のことながら、規模、形態、理念、

事業内容を把握・理解しておくことで、自己準備

ができるからである。しかしながら、障がい者雇

用においては、これらの準備不足が放置され重要
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視されていないケースが多い。組織の理念等を理

解できていることが、どれだけ、就労意欲や就労

姿勢の違いとして顕著に表れるかは、彼等の所見

からも分かる。 

組織では、障がい者への合理的配慮はするもの

の、組織の理念を障がい者に合せることはできな

い。これは一見当たり前のことであるが、盲点に

なりやすい。障がい者（や障がい者の支援者）の

姿勢の方向性と組織の理念等に整合性が取れてい

ないと、障がい者雇用が困難になるばかりか、不

幸な結果を招きかねない。 

病院で働くということは、障がい者が、病院と

う組織の業態を理解し、障がい者自身の組織の中

での立ち位置、組織の中の自己を意識して了解し

ていることである。例えば、当院でいえば、障が

い者であっても、病院職員であるからには、患者

のためにならないような行動をとることがあって

はならない。帰宅時に乗車したいバスの発車時刻

が迫っていても、階段を駆け下りれば患者を突き

飛ばしかねないと考えられ、歩みを緩めることが

できるかどうか。知識として知っているだけでな

く、とるべき行動をとれるかが鍵なのである。こ

れが「病院職員として働くということ」である。

患者の立場にたてるかどうか。 

なお、知的障がい者が情報発信する場合、組織

の意向や影響を受けやすいため、主観的意見が抽

出できるか否かは、議論が分かれるところでもあ

る。本稿では、一般的な広報戦略においても組織

の意向の反映が見られるという見解の下、充分な

対話を経ていて、かつ、誘導や強要がなされなけ

れば、障がい者の情報発信は障がい者の所見とし

て成立するという立場をとりたい。 

 

５ おわりに 

前回の発表会後、参加した４名の障がい者には、

著しい成長がみられた。主に、責任感の強化がな

され、自尊心と他者への関心が深まり、自他双方

への受容幅が伸びた。当院では、視察・見学者対

応も障がい者の業務の一つであり、来客者への業

務説明を実施している。障がい者は、発表や来客

者との対話の中で、日々の実践の振り返りを繰り

返し、都度の復習の機会を得ていることになる。

他者への業務説明は、障がい者にとって、新しい

出会いや体験とともに、組織理念や業務内容等を

長期記憶に保管できる有効な手段であるといえよ

う。 

当院では、障がい者が積極的な対外広報もする。

民間企業では、障がい者雇用をCSRに位置付け、

広報戦略として取り組み事例を発信しているむき

もあるが、医療機関では、医療そのものにCSRの

イメージに近いものがあるためもあり、障がい者

雇用を事例化することが少ない。事例の充実は、

その分野の促進とともに、質を高め充実強化する

にも役立つ。医療機関での障がい者雇用の発信さ

れた事例が少ないことも、医療機関での障がい者

雇用を困難にする要因の一つであると考えている。

障がい者が、就労等について発言する機会は、未

だ、少ないのが現状である。それは、障がい・障

がい者・障がい者雇用の正しい認識や事例を社会

に広める機会でもある。 

発表や説明等は、他者へと向き合う作業でもあ

る。今回、発表会参加に意欲を示した障がい者に

対しては、常に、なぜ参加するのか。なぜ我々か。

何を伝えたいのか。あなただから伝えられること

は何か。相手が何を聞きたいと思うか。等の問い

を投げかけてきた。障がい者が、発表会に参加す

ることが、彼等の成長のためだけの当院の自己満

足で終わることなく、彼等が他者とのつながりを

意識する機会であってほしいし、社会にも意義が

あることであってほしい。 

共生社会の実現のためには、多様性のある障が

い者と参加する社会環境とのマッチングが重要で

ある。こうした発表の場を通して、当院で働く知

的障がい者が、自身の存在を、病院職員であると

いう、組織の中の自己として捉えるだけでなく、

社会の中の自己としても捉えられるようになれば、

幸いである。 

 

【連絡先】 

長澤 京子 

独立行政法人 国立がん研究センター東病院 

〒277-8577 千葉県柏市柏の葉６－５－１ 

TEL : 04-7133-1111（代表）PHS : 91440 

E-mail ： kynagasa@east.ncc.go.jp 

http://www.ncc.go.jp/jp/ncce/division/shogaisha

koyo.html 
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第一生命チャレンジド㈱書類発送グループの８年間の変遷から見る 

職員の成長と業務の拡大 

 

○梶野 耕平（第一生命チャレンジド㈱ 職場定着推進室 課長補佐） 

長田 聡美（第一生命チャレンジド㈱ 職場定着推進室）  
  
１ はじめに 

第一生命チャレンジドは2006年に第一生命保険

株式会社（以下「親会社」という。）の特例子会

社として設立された。書類発送グループは会社の

設立からある部署で、はじめは３名でスタートし

たが、現在では47名が所属する社内最大の規模と

なっている。書類発送グループでは、障がいのあ

る職員（以下「職員」という。）が、朝一番、誰

の指示を受けなくても仕事が始まる。どの仕事を

やるかは職員が判断し、上司の指示を待つのでは

なく、職員が自ら考え主体的に仕事に取り組んで

いる。本論では、なぜ職員が主体的に動けるよう

になっていったのかということについて、書類発

送グループの変遷とともに考察する。 

 

２ 社会人としての自覚と当事者意識の醸成 

書類発送グループは設立当初、業務フローが確

立されておらず、業務でミスが出たりしていた。

親会社の信頼を得るためには、ミスを無くす事が

必要であり、そのためには各人が責任を持って仕

事に取り組む意識の醸成（社会人としての自覚と

当事者意識を持って仕事に臨む姿勢）が必要だと

考え、以下のような取り組みを行った。 

 

① 話し合いの場を設ける 

設立当初、業務の内容や手順がまだ確立されて

おらず、そのことが原因でミスに繋がっていた。

ミスが出たときは、その都度、再発防止のための

話し合いを設け、作業工程の見直しを行った。話

し合いでは、情報を共有し、全員で意見を出し合

いボトムアップで改善をしていった。話し合い、

考える事で、作業工程への理解が深まり、自分た

ちが決めたことに責任を持って取り組むように

なった。その他にも「個人情報の取り扱い方」に

ついて話し合うことで、なぜ顧客の情報は丁寧に

扱わなければならないかを考え、意識して仕事に

取り組めるようになっていった。 

② 全員で残業 

話し合いを通して作業手順の見直しがされ、ミ

スが減っていくと、徐々に親会社から任される仕

事の量が増えていった。そんな中、業務が間に合

わず残業を行う機会が出てきた。当初は管理者の

上司だけが残り、職員は定時で帰宅していたが、

そうすると職員は、自分たちの仕事の進捗に関係

なく帰宅できるため、仕事の生産性が落ちること

があった。そこで、最後まで自分たちの仕事に責

任を持つということで、原則として職員も残業す

るようにした。最初は特定の人だけが残っていた

が、徐々に残業する人が増え、現在はほぼ全員が

残業するようになっている。さらに、残業になら

ないよう日中の業務を頑張る職員が増え、逆に生

産性が上がったり、より効率的に仕事が進むよう

に工夫をしたりするという変化が見られた。 

 

③  親会社と壁のない同じフロアでの勤務 

書類発送グループは親会社とは別のフロアで業

務を行っていたが、2010年より同じフロアで一緒

に仕事をするようになった。そのことで、部署内

では、社会人として恥ずかしくないようにしたい

という意識が高くなり、机上の整頓や身だしなみ

などに変化が起こった。また、親会社側も、当初

「障がいのある人達と同じフロアで働くことに不

安を感じる」などの声があったが、日常的に職員

が挨拶をしたり、働く様子をみたりしているうち

に「障がいがあっても自分たちと変わらないこと

がわかりました」という声が聞かれるようになっ

た。現在では、お互いに、声をかけ合って、納品

の作業などを一緒に行っている。 

 

設立当初は、１日の業務量が少なく時間にゆと

りがあった。そのような状況の中、ミスが出たこ

とは、結果として「働く」ことについて深く考え

る大変よい機会になった。そして、部署内で何か

問題が起こった時には、上司のみで問題解決に当
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たるのではなく、全員が自分たちの問題として認

識するようになった。話し合いや残業を通し、仕

事に対しての当事者意識が強くなり、さらに作業

の精度と効率、生産性の向上へと繋がっていった。 

 

３ モチベーションの維持と向上 

設立から２〜３年が過ぎると、業務が軌道に乗

り始め、仕事を覚えるのに手一杯という状況から、

同じ仕事をくり返し行っていくという状況に変化

していった。そのため、慣れからくるマンネリ化

でモチベーションが下がる職員が出てきた。 

 

① 任されるから面白くなる 

設立から２、３年は、親会社からの確固たる信

頼がまだ得られておらず、失敗をすると「障がい

者にこの仕事は難しいのではないか」と判断され

てしまう時期だった。そのため「失敗できない」

という意識が強く、上司が一定のルールのもと職

員に仕事を指示していた。しかし、職員よりも勤

続年数が短い上司もおり、説明が不十分であった

り、指示の内容が必ずしも適切ではなかったりす

ることがあり、職員から「上司の指示が間違って

いる」「なぜ、自分たちもできるのに仕事を任せ

てもらえないのか」といった不満ともとれる声が

出てくるようになった。職員の中には指示がなく

ても仕事ができる人や、仕事によっては上司より

も高い力を発揮している人がいた。そうしたこと

から「上司の仕事を職員へ」を合い言葉に業務の

見直しを行い、進捗担当（納期までに納品できる

ように業務の進捗を管理する役割）や印刷機のト

ナー在庫管理、業務日誌の記入や朝礼や終礼の司

会、新しい業務を受託する際の研修への参加など、

これまで上司の仕事とされていたものを職員に任

せるようにしていった。職員から出てきた声に対

しては、単に不満として処理するのではなく、積

極的に取り入れることで、職員が行う仕事の幅が

広がり力を発揮できる機会が増えた。 

 

② キャリアデザインの形成 

目標管理制度（年間を通して個人目標を立て、

半年に一度、部署や状況によっては随時上司との

面談を行い、目標の達成状況を確認し評価する制

度）が導入される以前は、「次にどの業務を習得

するか」、「作業を中心としたプレイヤーとして

働きたいか」、「人財の育成などマネジメントに

興味があるか」など自分のキャリアデザインにつ

いて、上司と職員が定期的に話し合う機会はな

かった。目標管理制度の導入後、どの従業員も、

半年毎に上司とゆっくり話し合うようになり、そ

れぞれのキャリアデザインについて一緒に考える

機会ができた。目標管理制度が始まった当初は、

「何を話せばいいのかわからない」といった声が

あったが、徐々に自分の将来についてこうしてい

きたいという意見を積極的に述べる人が増えて

いった。 

 

③ トレーナー制度の導入 

 2011年４月にトレーナーという新しい職位が作

られた（図１参照）。書類発送グループではト

レーナーは、通常の業務に加えて、書類の最終の

点検業務、他の職員の人事面談、新規業務の担当、

各種会議・研修の参加及び企画、講演等を行って

いる。また、今期は大阪事業部の立ち上げに伴い、

出張して立ち上げのサポートも行っている。ト

レーナーという職位ができたことで、トレーナー

になった人は、その働きぶりの評価が明確となり、

より意欲的に仕事に取り組むようになった。それ

以外の人も、自分も頑張れば役職が上がるという

ことで、全体のモチベーションの向上に繋がった。

それまで上司のみが行っていた、より難易度の高

い仕事にも取り組む事が出来るようになったため、

業務の幅が広がり、マンネリ化が減少しモチベー

ションのアップに繋がった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 職位図  
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④ 得意な事を生かせるチーム制の導入 

書類発送グループも40名を越え、全体で会議や

話し合いをする事が難しくなってきた。そこで、

部署の中に６つのチームを作った。チームは、職

員の性格や特性に基づいて構成されており、それ

ぞれのチームに合った役割を担当している。 

 

 例：細かい仕事が得意で、正確性の高い人が多   

   いチームには、仕事で使う部材の在庫管理   

   を任せている。 

 

これまで、仕事で使用する部材の在庫確認など

やプリンターのトナー交換、調整などの仕事は、

上司が、通常業務の合間に行っていた。チーム制

の導入で、各チームが役割を担当し、定期的に取

り組むことで、より正確で確実にできるように

なった。また、チームの名称も所属メンバーで決

めている。 

従業員が高いモチベーションを持って働く事は

とても重要な事だと考えている。目標管理の導入

で、自分のキャリアについて考え、意見を反映で

きるようになった。トレーナー制度ができた事に

より、仕事が評価されると職位が上がりキャリア

アップすることで、更に上の職位を目指す道筋が

開けた。事務の仕事は、基本的に自席で書類を処

理する仕事なので、同僚同士の横の繋がりが希薄

な傾向にあったが、チーム制の導入で、チームに

役割が与えられ、それをきっかけに、仕事以外の

場面でも職員同士が話し合うようになった。これ

らの取り組みに、職員も始めは戸惑っていたが、

仕事で評価されたり、会社に友人ができたりして、

自身の居場所の獲得にも繋がり、全体的にモチ

ベーションが向上した。 

 

４ 考えるための環境作り 

ここまでは、社会人としての自覚と当事者意識

の醸成、モチベーションの維持と向上など、人の

内面についての取り組みについて述べてきたが、

一方で、各人が考えて動ける職場環境を作るため

に、以下のような取り組みも行ってきた。 

 

①  作業の見える化 

職員が主体的に判断して動くために、仕事の進

捗がわかりやすくなるよう、作業の見える化を

行った。書類を工程ごとに箱に入れ、自分ができ

る工程の箱の中に書類があればそれを自席に持っ

て行き処理をして、次の工程の箱に進めるという

形にした。こうすることで、自分がどの工程に入

れば良いかわかりやすくなり、自主的に動けるよ

うになった。職員に任せることで生じるリスクに

ついては、他者のチェックを何重にも入れるなど、

リスク管理体制を整える事で対処した。 

 

 

箱から取り出して作業を進めている様子 

 

②  シフトの撤廃 

複数の仕事を同時にやる場合、部署内では、シ

フトを組まないと業務がまわらないと思われてい

た。しかし、予定通りに業務が進まない事が多く、

人の配置をし直す調整に時間を取られたり、配置

が上手くいかず一方の業務は忙しいのに、もう一

方は手が空いている人がいるという状況が生まれ

たりした。それを受けて、シフトの必要性につい

て議論し、試験的にシフトを組まない期間を設け

た。その結果、多くの人が、声を掛け合いながら

進捗を確認し、遅れている作業に入っていた。ま

た、シフトがないと困ると言っていた人も、周囲

の同僚が、シフトがなくても動いている姿に影響

を受けたり、他の人と相談したりすることで作業

を進める事ができたためシフトを完全に撤廃した。 

 

作業の見える化については、誰からみても仕事

の進捗がわかるようにして、各人が自ら進んで業

務に当たれるようにするための仕組みである。そ

してシフトの撤廃という事例を通して、普段当た

り前にやっていることでも本当に必要なのかとい
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う視点で考え直す事が、より働きやすい環境を作

るという事に繋がる事を学んだ。 

 

５ 人財の成長 

これまで述べてきたような取り組みを行ううち

に、職員の中から大きく変化する人が出てくるよ

うになった。ここではその一例を紹介する。 

 

①  Aさん 

 Aさんは、入社当初を振り返り、本人が「就労

支援センターの人に連れてこられた」と言ってい

ることからもわかるように、第一生命チャレンジ

ドで働きたいという気持ちは決して強くはなく、

業務中も寝ていることがしばしばあった。しかし、

徐々に人が増え、後輩が入り人が増える事で、あ

の人には負けたくないというライバル心を持つよ

うになったり、新しい仕事のメンバーに抜擢され

仕事を任されたりする事で、次第に意欲的に仕事

に取り組むようになっていった。今では、トレー

ナーとなり各地で講演活動も行い活躍している。 

 

②  Bさん  

Bさんは、ボタンを押す事が大好きで、必要が

ないのにエレベーターやパソコンなどのボタンを

押してしまっていた。そのため上司が一日中、B

さんと行動を共にするといった対応もしていた。

入社後も、多くの失敗をしてきたが、その度に一

つ一つ振り返りを行い問題を改善してく努力をし

た。また、一方ではＢさんができていることや努

力していることを認めて、得意なことや興味のあ

ることを活かせる仕事を任せていった。そうした

経験を積み重ねることで、徐々に周囲からも認め

られるようになり、任される業務も増えて、今で

はボタンをむやみに押す事もなくなり貴重な戦力

として仕事に取り組んでいる。 

 

③  Cさん 

Cさんは、入社時から他の人と話す事はほとん

どなく、休憩時間もどこかに行ってしまい姿が見

えないことが多かった。（休憩の時間はきちんと

守って戻ってきていた）チームの仕事もうまく周

りの人に分担できず、全部自分でやろうとするな

ど周囲との連携が課題であったが、自分が休んだ

時に周りの人が仕事をフォローしてくれたことを

きっかけに、少しずつチームメイトを信頼し、

頼ったり仕事を任せたりするようになった。それ

以外の場面でも同僚と食事に行ったりするなど周

囲とよい関係を築いていった。今では書類発送グ

ループの中でもチームワークの良いチームのチー

ム長として働いている。 

 

職員の成長に伴い、上司にも変化が見られるよ

うになった。従来、上司は、職員に対して、「し

てあげなければならない」という意識がある人が

多く、何かとやりすぎてしまう事が多かったが、

こうした職員の成長を目の当たりにし、徐々に職

員を信頼し、仕事を任せるようになってきた。今

では職員がチャレンジできそうなことは何でも、

一緒に話し合い、任せてみるという信頼関係が構

築されている。 

 

６ まとめ 

ここまで述べてきたように、「当事者意識を

持って仕事をすること」、「頑張ったことがきち

んと評価されモチベーションが上がること」、

「そのための環境があること」は、各人が主体的

に考え、自ら進んで行動するために必要な要件で

ある。従業員が主体的に生き生きと仕事をするこ

とは、結果として企業が成長することに繋がって

いく。 

現在、書類発送グループは、入社段階でいろい

ろな事が出来るという点を重視して採用している

訳ではない。それは主体的に考え行動することで

障がいのある人でも成長するということを経験的

に知ったからである。障がいのある人は、能力が

ないのではなく、経験が不足していることが多い。

障がいがあっても経験を積む事で、時間がかかる

かもしれないが、自ら考え、判断することができ

るようになっていく。そうしたことから上司に求

められるのは一緒に考えることである。一人ひと

り、経験や能力によって理解する幅は異なるが、

一緒に考え、理解し、行動する事こそが重要であ

る。その時に常にベースとして持っておくべき事

は職員のモチベーションをいかに上げるかという

観点で物事を見ていくことではないだろうか。 
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ちばぎんハートフル㈱の障がい者雇用の取り組み 

－「社員の主体性を重視し将来の自立を目指す」－ 
 

白川 恒平（ちばぎんハートフル株式会社 業務第一部長） 
  
１ 会社概要 

当社は平成18年12月千葉銀行により、障がい者

雇用の一層の促進を図るために設立された。 

さらに、平成19年５月には「障害者の雇用の促

進等に関する法律」に基づく「特例子会社」とし

て、地方銀行の100％出資の子会社として初めて

認定を受けた。働く意思と能力を持った障がい者

に、安定した雇用機会を提供し、障がい者がいき

いきと働くことの出来る職場環境づくりに務め、

地域社会への積極的な貢献を目指している。 

現在、当社を含めた千葉銀行全体の障がい者雇

用率は法定雇用率の２％を大きく上回っている。 

設立当初の障がいのある社員は７名であったが、

８年目を迎えた現在、24名の障がいのある社員が

働いている。社員の内訳は身体５名、聴覚７名、

知的12名で、今後も毎年２～３名程度の社員を継

続して採用していく方針である。 

設立以来ほとんど退職する社員がおらず、定着

率が高いのが当社の大きな特徴である。主に千葉

銀行から名刺やゴム印の作成、パソコンのデータ

入力などの業務を請け負っているが、若手の指導

や照査業務をはじめ社員にある程度の権限を委譲

し、主体性を持った取り組みを実践している。 

社員の一人一人の意思を尊重し、目標管理を徹

底して行い､やりがいのある職場づくりを目指し

ていることが定着率に反映しているものと考えて

いる。 

表１ 障がい者雇用率 

 従業員数

（名） 

障がい者社員数

（名） 

障がい者雇用

率（％） 

当 社 24※1 24 34※2 - 

千葉銀行 5,033.5 71 102.5 2.04 
合 計 5,057.5 95 136.5 2.70 

(平成26年７月１日現在) 

※1. 当社の健常者社員は千葉銀行からの出向者である

ため、千葉銀行の従業員に含まれる。 

※2. 重度障がい者については、１名の雇用につき２名を

雇用しているものとカウントする。 

 

当社の社員は重度障がい者10名、重度以外の

障がい者14名のため、カウント人数は34名となる。 

表２ 社員数と障がい別割合表 

 

２ 主な業務内容 

（1） バーコード入金伝票作成業務 

お客様の名前や口座番号などのデータがバー

コードで登録された１冊50枚の入金専用伝票の

作成。 

（2） 名刺作成業務 

千葉銀行と千葉銀行の関連会社の職員の名刺

の作成。最近は千葉銀行以外のお客様からの注

文もある。 

（3） 手形・小切手帳作成業務  

千葉銀行のお取引先の手形・小切手帳の作成。

１冊50枚になっている。支店からの注文に応じ

作成している。 

（4） ゴム印作成業務  

氏名、役職名、枠番など様々なゴム印の作成。

千葉銀行と千葉銀行の関連会社からの注文が中

心だが、最近は千葉銀行以外の官公庁などから

の注文も増えている。 

（5） 為替手数料一括入力業務 

送金手数料など為替手数料の一括引落し契約

をしている法人のお客様からの依頼に応じ、毎

日、振込件数と金額などのデータをホストコン

ピュターに入力する業務。 

（6） 印鑑登録業務 

お客様が銀行の窓口で普通預金のロ座を開

設した際などに届出た印鑑を銀行のホストの

コンピューターに登録する業務。 

（7） 送金データ入力業務 

お客様が銀行の窓口で振込み手続きを行っ

た際に、先方銀行、振込先、ロ座番号、金額
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などのデータをコンピューターに入力し実際

に先方銀行に送金する業務。 

（8） 預金取引履歴調査業務 

市町村や税務署、警察など公的機関から依

頼される、取引履歴の調査依頼に対し、パソ

コンで照会をとり回答書を作成し送付する業務。 

（9） 発送業務 

投資信託や保険のパンフレットなど、各支

店からの注文に応じ冊数を揃えて発送する業

務。その他、お客様に各種取引履歴やパンフ

レットなどを発送する業務も請け負っている。 

 

表３ 従業員数及び主な受託業務の推移 

 

３ 当社の取組み 

（1） 権限の委譲と社員教育 

設立当初は管理者がつきっきりで作業に当

たっていた。管理者が始業の準備を行い当日の

作業の段取りを組み、社員は管理者の指示に

従って作業を行う。作業のルーティーンの中に

は必ず管理者が入り、チェックは管理者が行う。

支店からの注文や、支店への問い合わせなど、

電話によるやり取りは全て管理者が行っていた。

設立当初は社員も業務量も少なく、十分に対応

は可能であったが、業容が拡大し社員が増加す

るにつれ管理者の負担が大きくなり、一人一人

の社員に目が行き届かなくなる傾向が強くなっ

たように思われた。管理者が忙しく動き回る光

景が珍しくなく、社員のマンネリ感も否めない

状況であった。そこで、思い切った権限の委譲

を行うことにした。立ち上げ当初から勤務する

社員を選抜し照査権限を付与した。 

①投資信託・保険の発送業務は従来３人１組

で行い、うち１人が管理者で、全体の統括と

チェックを行っていたが、全て社員とした。 

②名刺の作成作業も通常日は３人１組で、う

ち１人が管理者で照査を行っていたが、ベテラ

ン社員を名刺チームのチームリーダーとして位

置づけ、作業の段取り、照査、支店との電話の

やり取りを任せることとした。 

③その他の業務の中でも、多くの部分を障が

いのある社員に任せることで、管理者の負担を

減らすことが出来た。 

「社員に出来るのか」また、「責任ある仕事

を任せることで、それが精神的な負担になりは

しないか」など管理者の間でも葛藤があった。 

事実、「自分の思う通りに作業が運ばない」

「若手の社員が自分の指示に従ってくれない」

など不安や不満の声も社員の中から出たが、管

理者は事務負担が軽くなったことで社員の仕事

振りや表情をしっかりと把握出来るようになっ

た。社員の様子に変化があれば、すぐに呼び、

個別に悩みや希望を聞き、直せるところは直し

た。社員からも「今までは与えられた仕事をこ

なしているだけ」という感じであったが、責任

ある仕事を任せたことで、「仕事に対する意欲

が変わった」「やりがいが出てきた」という意

見が多く聞かれるようになった。 

管理者は社員の仕事に責任を持たなければな

らない。勇気が必要である。仕事の任せっきり

は禁物であり、しっかりと業務面も体調面も

フォローしなければ逆効果であることは言うま

でもない。しかし、思い切って社員に仕事を任

せることで社員も私たち管理者も成長できたと

思う。 

社員の指導はＯＪＴを基本としている。設立

当初は管理者が手取り足取り教えていたが、現

在は先輩社員が後輩社員を教えている。教える

方も教えられる方もお互いにスキルを高めるこ

とが出来、効果的である。当社はインターン

シップの受入を積極的に行っているが、実習生
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の指導も各自の役割分担に応じて社員が行って

おり、実習受入先からも好評を得ている。 

（2） 目標管理と多能化 

当社の雇用体系は設立当初から正社員が基本

であり、定年は60歳である。銀行本体と同じよ

うに、スキルチェック表を活用し、業務毎に 

①人に教えることが出来る ②一人で出来る 

③過去にやったことがある の３つの項目に分

けてチェックを実施している。 

毎期、期の初めに社員一人一人と面接を行い、

今期はどの業務にチャレンジするのか、自分の

スキルを高めるために何をするのか目標を定め

て、人繰りの中に組み込んで、出来る限り担当

以外の業務を覚えさせることを心掛けた。 

私たちはこれを「多能化」と呼んで社員に奨

励した。慣れた仕事を続けて担当させる方がミ

スも少なく、人繰りを立てることも容易である

が、あえて、「多能化」を進めることで、社員

のモチベーションも高まり、作業効率も向上し

た。予想していた以上に社員の覚えは早く、次

から次へと新しい仕事を覚えて行くので、私た

ちも驚くほどだった。作業の生産性は見違える

ほど向上し、担当者の休暇の際も、別の社員が

容易に対応することが出来るようになり組織と

しての体制が強化された。 

期の終わりに結果面接を行い、自分の目標が

どれだけ達成出来たのか、出来なかったのか、

これからの課題が何なのかを話し合っている。

この結果が人事考課や賞与査定にも反映される

ため、社員のモチベーションは更に上がってい

る。賞与はＡ～Ｄの４段階で評価を行い、各自

の評価に応じて支給額に上乗せ支給される。毎

年６月と12月の賞与支給日には社長が直接一人

一人にフィードバックを行っている。 

（3） コミュニケーション能力の強化 

① 生活技能訓練（SST）の導入 

障害者職業総合センターの研究員の方のご協

力を得て、知的障がい者の中からコミュニケー

ションが困難な社員を選抜し、毎月勉強会を

行っている。自分の考えや気持ちや用件をうま

く伝える方法を学んでいる。 

② 各種勉強会の実施  
当社の業務は繁閑の差が激しく、閑散期には

午前中で業務の目途が立ってしまうときがある

ため手すきの時間を有効に使うことと、社員の

スキルアップのために勉強会を実施している。 

お互いの障がいを理解したり、コンプライア

ンス意識の醸成のために､管理者が講師になっ

て講義を行ったり、手話、ビジネスマナー、パ

ソコンについては社員が主体となって勉強会を

行っている。手話勉強会は聴覚障がいの社員が

講師になり講義の内容も考えている。社員間の

コミュニケーションを図る場としても有効に機

能している。パソコン勉強会は障害者技能競技

大会（アビリンピック）の出場をーつの目標に

掲げ、それに向けて訓練を行うことで、お互い

の向上心を高めている。 

③ 委員会活動の実施  

社内新聞やレクリエーションなどの委員会活

動を行っている。新聞委員会では委員の社員が

インタビューや取材を行って毎月「ちばぎん

ハートフル新聞」を発刊している。社員の主体

性を尊重し管理者はあまり口出しせずに、社員

自ら企画して作成している。自分の長所や特技

を生かすことが出来、いきいきとした活動が実

践出来ている。 

④ 当番制度 

当社では朝の掃除や郵便、メールの仕分けな

どを４つの班に分け当番制で行っている。やり

方などは各班の班長に一任し、問題があればお

互いに話し合って解決するように指導している。 

 

４ 当社の課題と将来の展望 

（1） 新規業務の開拓 

① 新規業務開拓の必要性 

前述の通り、当社には退職者がほとんどなく、

社員数は増加し続けていることから、現在の

ペースで採用を継続した場合は10年後には40名、

20年後には60名の障がい社員を抱える企業へと

成長することとなる。 

現状でも手狭になっており、今後の働くス

ペースの確保はもとより、新規業務の開拓は急

務である。当社は株式会社であり民間企業とし

て収支が成り立たなければ、企業として成立し

ない。収益の確保のために新規業務を開拓して

いくことは私たち管理者に課せられた最大の課
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題である。  

② 新規業務の内容 

印刷や文書管理など千葉銀行の営業店や本部

で行っている業務の中で当社として取り組める

ものがないか。外注に出しているものの中で内

製化出来るものがないか、銀行の各部署と定期

的に会議を行い検討している。 

名刺やゴム印作成業務など千葉銀行以外から

の注文も増えているが、全体の取扱量から比べ

れば、まだわずかである。設備と社員のスキル

に更に磨きをかけ、お客様からのいかなるニー

ズにも対応できるような体制づくりを行い、営

業力を強化し、銀行以外からの受注量も増やし

ていきたい。 

（2） 将来の展望  
① 障がい社員の社外での勤務 

「特例子会社は障がい者の囲い込み」との批

判的な意見もある。確かに障がい者雇用は健常

者との共生が理想である。ただ、私たちは障が

い者雇用には色々な形があって良いと考えてい

る。表１にあるように千葉銀行本体でも71名の

障がい者を雇用しており、千葉銀行単体でも法

定雇用率の２％を達成出来ている。当社で採用

した障がい社員を１～２年掛けて養成し、千葉

銀行の本体で勤務させたり、逆に、本体の障が

い社員の訓練の場として受け入れたり、うつ病

などになった職員の職場復帰のための訓練の場

として提供するということも選択肢ではないか

と考えている。 

② 障がい社員の管理職への登用 

社員に権限を委譲して業務を任せるという当

社のスタンスは前述した通りだが、更に進んで

将来は、社員の中から課長や部長といった管理

職に登用していくことを目指している。一般企

業と同様に、昇格によって社員の給料も上がり

自立が可能となる。肩書が付くことで社会的な

地位も向上し、モチベーションアップにも繋が

ると考える。社員の増加に伴い、管理職も増や

して行かなければならなくなるが、社員の中か

ら能力のある者を管理職に登用することが出来

れば、健常職員を増やさずに、障がい者雇用の

推進を更に進めることが出来、理想的である。 

一期生に対しては、将来を担う管理職候補と

して常日頃からリーダーシップの発揮を求めて

いる。当社の社員の平均年齢は25～26歳と若く、

近い将来に夢が叶えられるときが来ることを確

信している。 

手話勉強会 

ビジネスマナー勉強会 

新聞委員会打合せ 

 

ちばぎんハートフル（株）では以上のような

取り組みを実践することで、社員の将来の自立

を目指している。少子高齢化が進み、日本の労

働力人口が減少していく中で、障がいのある社

員が健常者と同様にいきいきと働ける環境を作

ることは私たちの使命であると考えている。今

後も、障がい者雇用の一層の促進を図ることに

より、ちばぎんグループの一員として企業の社

会的責任を果たし、地域社会に貢献していく所

存である。 

 

【連絡先】 

白川恒平 

ちばぎんハートフル株式会社 

e-mail:chibaginheartful@chibagin-heartful.co.jp 

当社のﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ 
ふるとちゃん 
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特例子会社における従業員の能力開発についての一考察 

 

○和泉 圭良子（大東コーポレートサービス株式会社 北九州） 

小山 奈弥・藤本 純子・森 愛・比嘉 清子（大東コーポレートサービス株式会社 北九州） 
  
１ はじめに 

大東コーポレートサービス株式会社は、2005年

に大東建託株式会社の特例子会社として設立され、

東京、福岡、千葉の三ヶ所に事業所を持っている。

社員数は102名（うち障害者63名）。主な取引先

は親会社・グループ会社である。 

 

２ 北九州事業所 

福岡県にある当事業所は、2008年に開所、10名

の社員（うち障害者５名）でスタートした。 

2014年９月現在、社員数22名（うち障害者15

名）である。障害者の内訳は、知的障害10名（重

度判定２名）、身体障害３名(視覚障害1名、聴覚

障害1名、肢体不自由1名）、精神障害２名。 

開所時より定例業務の種類は増え、それに伴い

売上も増加している。 

 しかし、次第に「新規業務の導入」や「障害者

の新規採用」について限界を感じるようになって

いた。その理由として、事業所の社員の半数近く

を占める知的障害者が、簡易な単純作業のみを担

当しており、知的障害者以外の社員に業務の負担

がかかっていることが考えられた。事業所として、

量・質ともにこれ以上の業務に対応することが難

しい状況になっており、そのような状況において

障害者の新規採用を進めることが難しくなってい

たのである。 

 

３ 業務における現状調査および分析 

(1) 知的障害者とその他社員の担当業務の割合

（2008年～2013年） 

 知的障害者とその他の社員がそれぞれ担当する

業務工程数の割合は、業務の種類が増えているな

かでも大きな変化はなく、開所時より約３：７の

比である（表１）。 

 

表１ 知的障害者とその他社員の担当業務工程の割合 

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
知的障害者 32% 29% 26% 25% 30% 32%
その他 68% 71% 74% 76% 70% 68%  

 

一方、知的障害者とその他の社員の人数の割合

は平均５：５であった。年によっては、知的障害

者の人数が他の社員よりも上回ることも見られた。

担当する業務工程数と人数の割合から考えると、

その他の社員は人数が少ない上に担当する業務工

程が多いことから、その他の社員に業務の負担が

偏っていることが考えられる。 

 

(2) 知的障害者とその他社員の担当業務工程

（2013年） 

各業務の工程を調べた結果、知的障害者が担当

する業務工程はその業務の簡易的な手作業工程に

限られ、パソコンや機械操作の工程を担当してい

ないこと、また生産した製品の数量を照合する工

程や伝票と照合する工程を担当していないことが

わかった（表２）。 

 

表２ 知的障害者とその他社員の担当業務工程一覧表 

全業務における知的障害者とその他の社員の担当業務工程一覧表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 知的障害 その他

業務1 ﾃﾞｰﾀ確認 伝票作成 印刷 検品 再印刷
ﾛｯﾄ番号
確認

1部仕分け 1部封入
2部以上
封入

封緘 量り 伝票照合 伝票入力
消耗品
交換

紙詰まり
対応 6 9

業務2 ﾃﾞｰﾀ編集 表紙箔押し印刷 中身検品 紙さばき 製本 断裁 仕上検品
支店別
梱包

宛名
  書き

梱包
消耗品
交換

紙詰まり
対応 3 10

業務3 ﾃﾞｰﾀ確認
一覧表
印刷

案内状
印刷 個別封入 封緘

営業所別
梱包 郵便伝票 1 6

業務4 受注確認 材料仕分
作業表
作成

両面ﾃｰﾌﾟ
貼り

検品 梱包 発送伝票
消耗品
交換 1 7

業務5 受注確認 ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ 梱包 発送伝票 2 2

業務6 受注確認 ｼｰﾄ折り ｼｰﾄ組立 梱包 3 1

業務7 受注確認
工程表
作成

印刷
つぶし
（断裁機）

背固め 切り離し 中身のり ﾄﾝﾎﾞ付け 表紙付け 断裁 検品 梱包 3 9

業務8 数確認 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ 番号仕分
ｵｰﾅｰ様
仕分

総数確認 封入 とじ 伝票照合 5 3

業務9 ﾃﾞｰﾀ確認 印刷 裁断 梱包 0 4

業務10 ﾃﾞｰﾀ確認 印刷 折り機
検品
数量照合

封入 封緘 伝票照合 2 5

業務11 ﾃﾞｰﾀ確認 印刷 折り機
検品
数量照合

1部封入
2部以上
封入

10部以上
封入

封緘 伝票照合 3 6

業務12 ﾃﾞｰﾀ確認 伝票発行 折り機 再印刷
検品
数量照合 封入 封緘 伝票照合 梱包 3 6

32 68

・・・知的障害者 ・・・その他の社員 32% 68%

 

  

勤続年数３年以上の知的障害者は８名いるが、

担当する業務工程はほぼ固定され、簡易的な業務

にとどまっていた。また、どの知的障害者も担当

する業務工程は全体の１割から２割にとどまり、

個人差が少ないことがわかった。全業務の工程の

約７割（68％）は、知的障害者以外の社員が担当

している。 

開所時より業務の種類は増え、売上も順調に上
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がってきているが、その実状は「簡易的な業務を

行う知的障害者とその他の全てを行う社員」とい

う構造があった。そして、このような構造が当事

業所の限界に起因していることが考えられた。 

 今後について協議した結果、事業所の発展のた

めには、この構造を見直す必要があるのではない

かということ、つまり、知的障害者が担当する業

務内容を見直す必要があるという結論にいたった。 

そのためには、知的障害者それぞれの能力につ

いて再度アセスメントを行い、適材適所を見極め、

業務習得にむけＯＪＴを強化する必要があった。 

以下、当事業所が構造改革のために取り組むこ

とになった能力開発について報告する。 

 

４  能力開発 

(1) 能力アセスメントのやり直し 

最初に取り組むことになったのは、知的障害者

の「能力アセスメント」のやり直しである。今ま

では「知的障害がある」ということを重要視し、

それぞれの能力を判断していた。 

今回は、障害に対する一般概念は考えに入れず、

実際の業務において、何が、どのように得意で、

何が、どのように苦手なのかを調査した。また、

苦手なことはどのようにすれば改善ができるか、

改善の可能性についても検討した。 

 

(2) カンファレンス 

能力アセスメントの結果をもとに、どの業務の、

どの工程を、だれが、どのように教え、いつまで

にできるようになるのか、その課題と方法につい

て詳細に協議し、それを実践した。 

 

(3) 「目標管理」の導入  

 「目標管理」を導入し、社員それぞれがどのよ

うな役割を持ち、何を、いつまでに、どのように

して取り組むのかを明確にした。 

 目標の達成状況について毎月振り返りを行うと

ともに、目標達成のためにクリアしなければなら

ない課題の確認や取り組み方法の検討および変更

など、随時必要な修正を図った。 

また、社員それぞれの目標の達成状況について

は賞与や昇給に反映されるものとした。 

 

(4) マスター制度  

業務において優れた能力を発揮している社員を

評価する目的で、称号的な制度を導入した。所属

長の推薦により社長が任命するもので任期は1年。

任命された者は手当が支給される。 

「マスター」はメンター的な存在となり、任命

されていない社員にとっては身近でわかりやすい

目標となった。 

 

５ 事例 

(1) Ａ社員 

①プロフィール  

20代前半、知的障害（療育手帳Ｂ２） 

普通中学校卒業。その後、福祉施設を1年利用。

2009年入社。 

 

②新たなアセスメント 

イ パソコン操作 

・ローマ字一覧表を見ながら入力可能 

・漢字変換、マウス操作も理解可能 

ロ 機械操作 

・操作上の危険の認識可能 

・業務に必要部分の操作理解可能 

ハ 正確性 

・担当する業務でのミスがない 

二 業務の流れの理解 

・一つの業務の全体の流れの理解可能 

 

③新たな業務工程の取り組み 

・パソコン工程 

・機械操作を伴う工程 

・検品や照合の工程 

・一つの業務を最初から最後まで行う 

 

④結果 

各業務を工程別に分けると全部で100工程とな

る。このうちの83工程、つまり全業務工程の83％

（取り組み前27％）を担当することができるよう

になった。また、多くの業務工程を理解できたこ

と、業務の一連の流れを理解することができたこ

とで、状況に応じた判断もできるようになり、機

械の不具合などイレギュラーな状況での業務の対

応もできるようになった。 
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(2) Ｂ社員 

①プロフィール  

30代後半、知的障害（療育手帳Ｂ２） 

普通高校卒業。一般企業に健常者として就職す

るが定着できず。 

20代後半で療育手帳取得、福祉施設を２年利用。

2008年入社。 

読み書きは小学校高学年程度。 

 

②新たなアセスメント 

イ パソコン操作 

・ローマ字一覧表を見ながら入力可能 

・業務で対応できるレベルではない 

ロ 機械操作 

・操作上の危険の認識可能 

・業務に必要部分の操作理解可能 

ハ 正確性 

・担当する業務でのミスがない 

二 業務の流れの理解 

・自分が担当する工程の前後の理解は可能 

 

③新たな業務工程の取り組み 

・難易度の高い手作業工程 

・機械操作を伴う工程 

・検品や照合の工程 

・全体状況を見て、臨機応変に各業務に入る 

 

④結果 

全業務工程の50％（取り組み前19％）を担当す

ることができるようになった。  

難易度の高い業務や機械を取り扱う業務など、

限られた社員しかできないことを担当できるよう

になったことで仕事の対するモチベーションが向

上した。 

 

(3) Ｃ社員 

①プロフィール  

40代前半、重度知的障害（療育手帳Ａ２） 

特別支援学校卒業。入所および通所福祉施設を

25年利用。2010年入社。 

読み書きは小学校低学年程度。 

また、支援機関の担当者からの申し送りとしては

次の通りであった。 

・自閉症 

・朝の時点でスケジュールを提示すること 

・急に予定が変わると混乱する 

・嫌なことがあると不適切な独語を発する 

・大きな声を出して暴れることが見られる 

 

②新たなアセスメント 

イ パソコン操作  

・困難 

ロ 機械操作 

・困難 

ハ 正確性 

・担当する業務でのミスがない 

二 業務の流れの理解 

・部分的な理解は可能 

 

③新たな業務工程の取り組み 

・今までよりも一段階難易度の高い工程 

・会社で大きな声を出すことや暴れることは規則

違反とし守ることを徹底した 

 

④結果 

全業務工程の25％（取り組み前13％）を担当す

ることができるようになった。手先を使うだけの

簡易的な工程だけではなく、郵便番号による仕分

けや文字の照合などの工程もできるようになり、

そのなかで集中力も高まった。また、他社員が担

当する業務の進捗状況を見て、担当する工程に取

り掛かるタイミングを自分で判断するようになっ

た。そのため、その都度の指示の必要性や本人の

指示待ちの状態がなくなり、他社員と同様、業務

の流れの中で自発的に動けるようになった。 

以前のように、大きな声を出すことや暴れるこ

とは見られなくなり、指示に対しても素直に従う

ようになった。 

 

６ 考察 

アセスメントのやり直しから始まり、カンファ

レンス、ＯＪＴの実施により全従業員（特に知的

障害者）の能力開発が進んだ。その結果、知的障

害者が全体の業務の９割を担当できるまでになっ

た（表３）。 
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表３ 取り組み後の知的障害者とその他社員の 

担当業務工程一覧表 

全業務における知的障害者とその他の社員の担当業務工程一覧表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 知的障害 その他

業務1 ﾃﾞｰﾀ確認 伝票作成 印刷 検品 再印刷 ﾛｯﾄ番号
確認

1部仕分け 1部封入 2部以上
封入

封緘 量り 伝票照合 伝票入力 消耗品
交換

紙詰まり
対応 15 0

業務2 ﾃﾞｰﾀ編集 表紙箔押し印刷 中身検品 紙さばき 製本 断裁 仕上検品
支店別
梱包

宛名書き 梱包
消耗品
交換

紙詰まり
対応 12 1

業務3 ﾃﾞｰﾀ確認
一覧表
印刷

案内状
印刷

個別封入 封緘
営業所別
梱包

郵便伝票 7 0

業務4 受注確認 材料仕分
作業表
作成

両面ﾃｰﾌﾟ
貼り

検品 梱包 発送伝票
消耗品
交換 5 3

業務5 受注確認 ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ 梱包 発送伝票 3 1

業務6 受注確認 ｼｰﾄ折り ｼｰﾄ組立て梱包 3 1

業務7 受注確認
工程表
作成

印刷
つぶし
（断裁機）

背固め 切り離し 中身のり ﾄﾝﾎﾞ付け 表紙付け 断裁 検品 梱包 11 1

業務8 数確認 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ 番号仕分
ｵｰﾅｰ様
仕分 総数確認 封入 とじ 伝票照合 8 0

業務9 ﾃﾞｰﾀ確認 印刷 裁断 梱包 4 0

業務10 ﾃﾞｰﾀ確認 印刷 折り機
検品
数量照合

封入 封緘 伝票照合 6 1

業務11 ﾃﾞｰﾀ確認 印刷 折り機
検品
数量照合

1部封入
2部以上
封入

10部以上
封入

封緘 伝票照合 8 1

業務12 ﾃﾞｰﾀ確認 伝票綴じ 折り機 再印刷
検品
数量照合

封入 封緘 伝票照合 梱包 8 1

90 10

・・・知的障害者 ・・・その他の社員 90% 10%

 

 

それまでは「知的障害」に対する一般概念から

その能力（理解力や判断力）を判断し、担当する

業務において限界を作っていた。簡易的な業務を

担当させるにとどまっていたのは、「知的障害者

には任せられない」という考えがあったからであ

る。 

他社員ができない業務を担当できるようになっ

た知的障害者、また状況判断においても優れた能

力を発揮し、臨機応変な対応ができるようになっ

た知的障害者もいる。重度の知的障害のＣ社員に

おいても「これ以上は難しい」と思っていた業務

工程もできるようになった。 

しかし、その一方でＯＪＴの実施においては、

教える際にアセスメントの能力、ＯＪＴの能力が

これまで以上に求められることになった。「これ

以上は難しい」という状況を作り出していたのは、

知的障害者自身の能力そのものではなく、アセス

メント力、見立て見極める力、能力を引き出す力

が不足していたためであったといえる。 

能力開発にあたっては、導入した「目標管理」

が有効であったと考える。 

 会社とは自分がやりたいことを自由にやれる場

所ではない。会社に求められることを仕事として

行う場所である。そのことを本人と会社で確認で

きるものが「目標管理」であった。  

 障害者の上司にあたるものは、部下育成として

障害者のＯＪＴを行い、業務として定着させるこ

とが会社から求められている役割であり、責務と

なる。 

 以上に述べた「目標管理」に基づいた能力開発

に取り組むまでは、障害者に対して「負担やプレ

ッシャーをかけていけない」と考えていた。しか

し、働く上で負担もプレッシャーもないことは

「不自然」であり「違和感」があることでもある。

そのような状況では社員の成長はなく、事業所と

しての発展に限界が生じてくるのは当然のことで

あったといえる。 

 

７ おわりに 

 今回の取り組みにより、個々の生産力が上がっ

たのはもちろんであるが、それぞれの仕事へのモ

チベーションが向上し、業務に取り組む姿勢が変

わっていった。 

 企業で働くということは、そこで働く従業員が、

会社の一員として課せられた役割を果たすことが

求められる。そこで自分の能力を期待され、仕事

を任され、成果を出し、それが認められるという

ことは、自分の存在意義や価値を認められること

でもある。 

 『能力開発』とは、単に社員のできることを増

やすことではない。自分で考えて主体的に働くこ

と、苦手なことにも前向きに挑戦すること、担当

した業務を全うすること、他の社員と協力するこ

となど、会社員として精神的な成長を図ったもの

である。 

 一年前とは違う自分、成長を実感することがで

きた社員は、生き生きと働いている。今後も社員

がそれぞれの能力を発揮できるよう、能力開発の

取り組みを継続していくことが重要と考えている。 
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“程々にきびしく、大目にみる”  

～雇用継続のためのもうひとつの視点～ 
 

○髙木 正彦（株式会社Ｒｅ 業務管理部 第２号職場適応援助者） 

武田 春信（株式会社日南 総務部） 
  
１ はじめに 

株式会社Ｒｅ(アールイー)は、平成23年４月に

設立され、翌年平成24年に株式会社日南グループ

の特例子会社として認定を受けた。現在は重度障

害者を含む障害者６名と、63歳以上の高齢社員３

名により構成される小規模な事業体である。 

事業内容は、親会社の基幹事業である試作モデ

ルの設計・加工・仕上げ作業のサポート業務のほ

か、施設内の清掃作業全般を請け負う。 

会社設立からまだ日が浅く、支援実績も少ない

ことから、ここでは障害者雇用の初歩的段階であ

る評価技法や、支援者としてのポリシーと雇用に

おける理念（フィロソフィー）にハイライトをあ

て、雇用継続のための「もうひとつの視点」につ

いての考察を紹介する。 

 

２ 問題と課題 

(1)  評価システムの不在 

当初は評価基準を設定するためのガイドライン

が存在せず、主として担当者や関係者の印象に

よって評価が決定付けられていた。 

対象者の特性を分析し判断する上で必要な評価

システムの不在により、場当たり的な支援となる

ケースもあり、明確な評価基準の導入が課題と

なっていた。 

 

(2)  過度なプレッシャー 

会社組織として従業員のパフォーマンスとポテ

ンシャルを最大限に引き出すことは命題であるが、

そのことに固執しすぎて対象者に対しての要求レ

ベルが本人の限界を超えてしまい、過負荷な状態

に陥る場合がある。 

過去の事例として、高次脳機能障害者の支援に

おいて脳外傷者の認知-行動障害尺度（TBI-31）

を用いてアセスメントし、その分析データに基づ

き、改善を必要とする障害要素について集中的に

支援を行った。ある一定の成果は得られたものの、

本人への過度なプレッシャーから作業ミスを誘発

し、心身的ストレスが重なり結果的に作業能率の

低下を招いてしまったことがある。 

 

(3)  ネガティブスパイラル 

支援者側においても、改善を期待するほどに現

実とのギャップに苛まれ、些細なミスにも叱責し、

両者がストレスにより疲弊した状態となり、ネガ

ティブスパイラルに陥る。 

経営する側にも位置する２号ジョブコーチのジ

レンマがここにあり、採算面を意識しつつ支援を

行うことの難しさをあらためて痛感した。 

 

３ 課題解決への取り組み 

対象者の特性を把握する上で、特徴的な障害部

分だけに注目するのではなく、個人全体を多面的

にとらえ評価することで、偏りのないバランスの

とれた支援が実現できると考えた。 

 

(1)  評価基準の設定 

まず初めに、基本となる評価基準を設定する上

で、神奈川県下の養護学校で使用されている現場

実習評価表を用いて、より詳細な評価を行うため

に評価ポイントを５段階から10段階とした。 

下記（表１）は、軽度知的障害者Ｂさんと、同

等の障害を持つ入社３年目のＡさんとの評価比較

表である。 

表１ ＡさんとＢさんの評価比較表 
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表列A1・B1は、それぞれ絶対値による評価で、

B2はＡさんの評価(A2)に対するＢさんの相対値で

ある。Ａさんについては、就労全般において安定

しており、人事考課上評価基準となる人物である。 

 

(2)  障害特性の可視化 

表１のデータをグラフ化して、評価者の数値概

念にとらわれない形状イメージで障害特性をとら

えてみる。以下グラフ（図１）は、二人の絶対評

価の結果の関係を示すレーダーチャートである。 

 

図１ 絶対評価グラフ 

 

Ｂさんについて、一見してグラフB1の形状から

対人関係に障害の特徴がみられるが、相対評価グ

ラフ（図２）のB2線の形状は、比較的やや緩やか

であり、Ａさんを基準とした場合においては、弱

点部分は差ほど目立たない印象である。 

 

 

図２ 相対評価グラフ 

 

一方、長所の部分はＡさんの評価に近似してい

るため、相対評価では形状的により膨らみが増す。 

相対的に比較することで、全体の印象が視覚的に

ポジティブな方向に修正される。評価結果をどの

ような方法で示すかによって、対象者の捉え方の

印象が変わってくることがわかる。 

 

(3) 色相グラフによる印象評価 

ひとつの評価手法の試みとして、カラーチャー

ト（表２）を用いた色相グラフ（図３）による評

価表現を行ってみる。 

 

表２ 評価ポイント別カラーチャート 

 

 

 

色彩からイメージする印象を評価ポイントに置

き換え、全体を大まかな色のグラデーションで捉

えてみる。評価ポイントの低い順に寒色系から暖

色系に色分けし、各評価項目を均等分布表示する

ことで、視覚的に全ての項目を同じバランスにす

る。 

 

 

図３ 10ポイント評価による色相グラフ 

 

グラフ内に評価項目を付していないが、長所や

短所を特定しないことで、偏りのない全体の印象

評価としてイメージすることができる。さらに評

価ポイントを増やすことで、評価者の細かなニュ

アンスが加わり、より精細な色彩となる（図４）。 
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図４ 15ポイント評価による色相グラフ 

 

４ 評価データに基づく実践において 

(1)  俯瞰的見地 

各グラフから対象者の特性をイメージしつつ、

全体を俯瞰でとらえ、一部の特徴だけに注目しな

いよう意識することが重要である。 

確かに、Ｂさんは挨拶が苦手で返事もしないこ

とがあり、言葉の選び方を間違うこともある。 

規律や統制の観点においては、改善されること

が望ましいが、それこそが障害であり、最も理解

が必要とされる本人の特性の一部である。 

いつもそこに厳しい監視の目を向けるのではな

く、多少は大目にみることで、支援者と対象者の

両方のストレスが軽減され、良好な関係も維持で

きる。 

業務に支障を来たさない範囲であれば、それら

を許容することは、支援者の裁量において実践で

きると考える。 

 

(2)  障害特性の周知 

個別的支援を行う上で、他の同僚への配慮が必

要と考えられる場合、事前に対象者の障害特性に

ついて周知し、その後も適宜フォローしていく。 

同僚間に生じる不公平感や嫉妬心は、将来にお

いても根の深い問題に発展する可能性があるため、

指導する際の言葉の選び方やタイミングには、細

心の注意を払う必要がある。 

 

５ 考察とまとめ 

今回紹介した取り組みは、一般に知られる色彩

に対する人間の心理的効果に着想し、評価手法と

して取り入れた主観的な試みであり、持論の域を

出ない。あくまでも目的は、文字や数字の評価に

現れにくい曖昧な印象部分の評価を、視覚的に表

現し捉えることにあり、数値による評価の補完的

手段である。これを実践した結果、対象者本人の

特性とその傾向を大局的にとらえ支援するスタイ

ルに変わったことは十分な成果といえる。 

就労上、求められることに対して「できている

か？いないか？」の二元論的な評価ではなく、

『大体できているが、たまにミスをする』という、

常に不安定な状態であると理解し、時間をかけて

課題をクリアしていくという発想の必要性を強く

感じた。 

 

最後に、障害者を支援するということは、支援

者の理想やポリシーの押し付けではなく、就労す

る上で本来必要とされる支援を深く考え、“利他

の精神”をもって取り組むことであると、私自身

は考える。 

程々にきびしく、大目にみるという理念を持つ

ことで、心のゆとりが生まれ、支援者と対象者の

間に信頼関係が生まれる。 

 

相手に求めるだけでなく、支援する我々が求め

られることにもっと目を向けなければならない。

それが、雇用継続のために必要な、もうひとつの

視点である。 
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